公益財団法人岐阜観光コンベンション協会
シャトルバス運行補助金交付要綱
　（目的）
第１条　この要綱は、岐阜市内において開催される学会、大会・会議、企業ミーティング、展示会・見本市（以下「コンベンション」という。）の誘致を促進し、地域経済の活性化及び交流人口の拡大を図ることを目的として、コンベンション開催主催者等に対して
交付するシャトルバス運行補助金（以下「補助金」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

　⑴　学会　学者によって構成され、学術研究の向上及び発展を図ることを目的とする団体が主体となって開催する学術研究の発表又は討論のための会議、集会、セミナーその他これに準ずるものをいう。
　⑵　大会・会議　団体、組合等の構成員、専門家等が特定の課題に対して意見の発表及び討論又は主張の公表等を行う集会、総会その他これに準ずるものをいう。
　⑶　企業ミーティング　企業がその企業やグループ企業の社員等を対象として行う各種会議、研修会、セミナー、式典等の集会その他これに準ずるものをいう。

　⑷　展示会・見本市　同一又は関連する産業分野の業界団体が行う顧客開拓を目的とした製品展示会、企業間の商取引を目的とした産業見本市等に準ずるものをいう。
　⑸　シャトルバス　岐阜市内で開催されるコンベンションにおいて、最寄り駅、宿泊施設またはコンベンション施設からコンベンション施設、コンベンション施設から懇親会（バンケット）会場、新幹線駅や空港など参加者集合場所からの送迎等のコンベンション参加者を輸送するためのバスをいう。
　
　（補助対象事業）
第３条　補助金の交付対象となるコンベンション（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号のすべてに該当するものとする。
　ただし、公益財団法人岐阜観光コンベンション協会理事長（以下「理事長」という。）が
　補助対象として特に認める場合は、この限りではない。
　⑴　岐阜市内で開催されるコンベンションであり、参加者のうち、岐阜市内の宿泊者が
20人以上であること
　⑵　開催会期が連続して２日以上であること
２　前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする事業が、次の各号のいずれ
かに該当するときは、補助対象事業としないものとする。
　⑴　興行及び営利を目的とするもの
　⑵　宗教活動又は政治活動を目的とするもの

　⑶　国又は地方公共団体が主催するもの
　⑷　同一年度内において補助金の交付を受けた事業
　⑸　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与するもの
　⑹　その他公序良俗に反する等、理事長が適当でないと認めるもの
　
　（補助金交付の申請）
第４条　補助金の交付申請は、次の各号のいずれかに該当するコンベンション主催者等（以下
「申請者」という。）が行うものとする。　　
　⑴　コンベンションを開催する主催者又は運営会社
⑵　コンベンションの取扱旅行業者
２　補助金の交付を受けようとする申請者は、シャトルバス運行補助金交付申請書（様式第１
　号）に関係書類を添えて、補助金の対象となる事業の開催予定の１ヶ月前までに理事長に
提出しなければならない。
　（補助対象経費）
第５条　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に要する経費のうち、参加者を輸送するためのバス借り上げ料などシャトルバス運行に必要となる経費とする。
　（補助金の額）
第６条　補助金の額は、岐阜県バス協会加盟バス１台あたり50,000円、他県バス協会加盟バス１台当たり20,000円を上限に、補助対象経費全体の2分の１以内とし、200,000円を上限とする。
２　前項の規程にかかわらず、コンベンションが毎年定期開催され、補助金交付申請が
複数年にわたって継続的に行われると見込まれる場合は、100,000円を上限とする。
　（補助金交付の決定）
第７条　理事長は、補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するべきものと認めるときは、予算の範囲内において、交付の決定をするものとする。　
２　理事長は，補助金交付の決定をしたときは、速やかにシャトルバス運行補助金交付
決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。
　（申請の取り下げ）
第８条　申請者は、前条の交付決定通知を受けた後において、コンベンションの開催経費、補助の対象となる参加者数その他のコンベンションの開催内容に著しい変更が生じ、申請を取り下げようとするときは、速やかにシャトルバス運行補助金交付辞退届（様式第３号）を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
　（実績報告）
第９条　申請者は、補助対象事業が終了した日から起算して2ヶ月を経過する日又は補助対象事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに、シャトルバス運行補助金実績報告書兼交付請求書（様式第４号）に関係書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
　（補助金の額の確定）
第１０条　理事長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、第７条の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、シャトルバス運行補助金確定通知書（様式第５号）により申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。
　（交付決定の取消し及び補助金の返還）
第１１条　理事長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
　⑴　誤り、偽り又はその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき
　⑵　補助金を他の用途に使用したとき
⑶　補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
⑷　法令若しくはこの要綱に違反し、又は理事長の指示に従わなかったとき
２　理事長は、前項により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、申請者に対して期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
　
（補則）
第１２条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に際し必要な事項は、理事長が
別に定める。
　　　附　則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
　　　
